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令
和
元
年

度
 
埼

玉
県
「

養
護
教

諭
育
成

支
援
事

業
連
絡

協
議
会

」
設
置

要
綱
 

 （
設
置
）

 

第
１

条
 
学
校

保
健
に

お
い
て

は
養

護
教
諭

が
重
要

な
役
割

を
担
っ

て
い
る

。
埼
玉

県
で
は

養
護
教

諭
の
 

 
 

さ
ら

な
る

資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
養

護
教

諭
の

免
許

状
に

関
す

る
教

職
課

程
の

認
定

を
受

け
た

 
 

大
学
・

短
期
大

学
の
参

加
を
必

須
と
す

る
協
議

会
（
以

下
「
協

議
会
」

と
い
う

。）
を
設
置

す
る
。

 
 （
事
業
）

 

第
２
条
 

協
議
会

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
業

を
所
掌

す
る
。

 
 
 

（
１
）

養
護
教

諭
育
成

支
援
事

業
を
推

進
す
る

た
め
の

方
針
の

協
議
、

検
討
 

（
２
）

養
護
教

諭
育
成

支
援
事

業
を
推

進
す
る

た
め
に

係
る
そ

の
他
の

取
組
の

検
討
 

 
（
３
）

養
護
教

諭
育
成

支
援
事

業
に
お

け
る
成

果
の
検

証
及
び

普
及
 

 （
組
織
）

 

第
３
条
 

協
議
会

は
、
別

表
に
掲

げ
る
委

員
を
も

っ
て
構

成
す
る

。
 

２
 
協
議

会
に
委

員
長
を

置
き
、

埼
玉
県

教
育
局

県
立
学

校
部
保

健
体
育

課
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
協
議

会
に
副

委
員
長

を
置
き

、
委
員

の
中
か

ら
互
選

す
る
。

 

 （
運
営
）

 

第
４
条
 

委
員
長

は
、
協

議
会
を

総
括
す

る
。
 

２
 
副
委

員
長
は

、
委
員

長
を
補

佐
し
、

委
員
長

に
事
故

あ
る
と

き
は
、

そ
の
職

務
を
代

理
す
る

。
 

 
 

 

（
任
期
）

 

第
５
条
 

委
員
の

任
期
は

、
令
和

２
年
２

月
２
８

日
ま
で

と
す
る

。
 

 （
会
議
）

 

第
６
条
 

委
員
長

は
、
協

議
会
を

招
集
し

、
議
長

を
務
め

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

委
員

長
が

必
要

と
認
め

る
と

き
は
、

別
表

に
掲
げ

る
者

以
外
の

県
及

び
市
町

村
等

、
関
係

機
関

の
職

員
の
出

席
を
要

請
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 （
事
務
局

）
 

第
７
条
 

協
議
会

は
、
会

務
を
処

理
す
る

た
め
に

、
事
務

局
を
埼

玉
県
教

育
局
県

立
学
校

部
保
健

体
育
課

 

 
内
に
置

く
。
 

 （
経
費
）

 

第
８
条
 

協
議
会

の
経
費

は
文
部

科
学
省

か
ら
交

付
さ
れ

る
委
託

経
費
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

 （
そ
の
他

）
 

第
９
条
 

こ
の
要

綱
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
協

議
会
の

運
営
に

関
し
必

要
な
事

項
は
、

委
員
長

が
別
に

 

 
定
め
る

も
の
と

す
る
。

 

   

附
 
則
 

 
こ
の
要

綱
は
、

令
和
元

年
６
月

４
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 別
 
表
（

第
３
条

関
係
）

 
委
員

 

大
学
教
授

 

学
識
経
験

者
 

学
校
医
 

学
校
歯
科

医
 

学
校
薬
剤

師
 

校
長
 

養
護
教
諭

 

県
立
総
合

教
育
セ

ン
タ
ー

指
導
主

事
 

市
町
村
教

育
委
員

会
指
導

主
事
 

保
健
体
育

課
長
 

保
健
体
育

課
主
席

指
導
主

事
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